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道徳教育とは、「道徳の時間を要として学校の
教育活動全体を通じて行うもの」とされてお
り、そこでの指導においては、「児童が基本的
な生活習慣、社会生活上の決まりを身に付け、
善悪を判断し、人間としてしてはならないこ
とをしないようにすることなどに配慮」する
よう述べている２）。このように生徒指導と道
徳教育は密接な関係にあり、特に生活習慣や
社会規範に関する指導は分けて捉えるべきも
のではない。
　そこで本稿では、生徒指導上の基準として
学校が利用する校則を取り上げ、その活用目
的と規範意識の形成に関して考察する。

Ⅰ　生徒指導上の校則について

　生徒指導上の校則の役割について、どのよ
うに捉えられているのであろうか。現在学校
教育における生徒指導の基本書として活用さ
れている『生徒指導提要』（平成22年、文部
科学省）では、全体８章構成の中で第７章「生
徒指導に関する法制度等」の第１節に「校則」
という項目をたてて取り上げている。そこで
は、「校則は、学校が教育目的を実現していく
過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、

はじめに

　本論考は、生徒指導を行う上で重要な課題
とされている児童・生徒に対して如何にして
規範意識を形成させ、学校生活において規律
ある行動を行わせるかということを道徳教育
と関連付けて検討したものである。
　生徒指導とはいかなるものであるのか。文
部科学省の『生徒指導提要』では、「一人一人
の児童生徒の人格を尊重し、個性の伸張を図
りながら、社会的資質や行動力を高めること
を目指して行われる教育活動」としている。
そのため各学校においては、「生徒指導が、教
育課程の内外において一人一人の児童生徒の
健全な成長を促し、児童生徒自ら現在及び将
来における自己実現を図っていくための自己
指導能力の育成を目指すという生徒指導の積
極的な意義を踏まえ、学校の教育活動全体を
通じ」て行われるべき活動としている１）。
　ここで示されているように、生徒指導とは、
教育課程の内外において行うべきものであり、
学校の教育活動全体を通じて指導されるもの
とされ、そこでは社会的資質や行動力を高め
ることの重要性が述べられている。一方で、
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　ここに示されたものは、校則についての目
的や指導上の意義に基づいて分類したという
より、あくまで「校則の例」という扱いのも
のであると推察できるが、『生徒指導提要』が
学校教育における基準的役割を持ったもので
あることを考えると不親切な記述といえよう。
　先行研究として代表的な坂本秀夫の『「校
則」の研究』では、校則を次のように分類し
ている。人格表現に関するものとして、①頭
髪の規則、②服装の規則、③所持品の規則、
④礼儀作法を示し、次に校内規則として、①
授業の規則、②休み時間の規則、③保健・清
掃の規則、④通学の規則を示す。続いて校外
生活の規則が示されている５）。坂本による分
類は、法的責任の問題から分類しており、個
人の人格権と学校の監督権、それに学校の監
督権の及ばない校外生活というものである。
校則に対する生徒からの批判を考えれば、明
確な校則の位置づけを行った上で、その校則
の意義を理解して規律を守るよう指導する必
要があろう。では、そもそも校則とは学校規
則のなかでどのような位置にあるのであろう
か。
　学校における規則に関しては、学校の内部
規範として学校の施設・設備、組織編制、教
育課程などに関して、教育委員会が学校の管
理規則に関する教育委員会規則を定めること
とされている６）。これは地方教育行政の組織
及び運営に関する法律第33条によるものであ
り、これに基づいて、学校の校務分掌規定な
ど校内規定が設けられる。しかしこうしたも
のは学校の管理運営のものであり、教員服務
規程などに代表される法規に基づいた教職員
の管理規定といえよう。一方、生徒を対象と
した校則は、『生徒指導提要』において「校則
について定める法令の規定は特にありませ

生活上の規律」と述べられている。そして「学
校には一定の決まりが必要」であり、「社会規
範の遵守について適切な指導を行うことはき
わめて重要」なのであり、そのため「校則は
教育的意義を有している」とされている３）。
このように校則は、生徒が学校教育において
規範意識を形成していく上で重要な役割を
持っているといえるであろう。
　ところが現実においては、生徒からの校則
に対する批判は以前から根強く存在している。
それは学校生活をおくったことのあるものか
らは普通に聞くことのできるものであり、そ
こには、意味のない校則によって校則違反だ
と取り締まられてきたことに対する怨嗟の声
のようなものが多くある。そこで、ここでは
そもそも校則とはどういったものであるのか
基本的な事柄について整理してみよう。

（１）校則の種類と位置づけ

　『生徒指導提要』では、校則について「学
業時刻や児童会・生徒会などに関する規則だ
けでなく、服装、頭髪、校内外の生活に関す
る事項など、様々なもの」があるとして、そ
の「校則の例」として次の六種に校則を分類
している。
　・通学に関するもの（登下校の時間、自転

車・オートバイの使用等）
　・校内生活に関するもの（授業時間、給食、

環境美化、あいさつ等）
　・服装、髪型に関するもの（制服や体操着

の着用、パーマ・脱色、化粧等）
　・所持品に関するもの（不要物、金銭等）
　・欠席や早退等の手続き、欠席・欠課の扱

い、考査に関するもの
　・校外生活に関するもの（交通安全、校外

での遊び、アルバイト等）４）
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　　（五）　諸届、願について
　　（六）　委員、週番、当番について
　　（七）　施設利用について
　　（八）　評価について
　　（九）　賞罰について
　この生徒心得では守るべき具体的な事例を
示す前に、生徒心得がどういう目的を持った
ものであるのか明確に示した前文を付してい
る。
　そして明治大学付属中野中学高校のように
比較的評判のよい学校においては、校則規定
についても大まかな規定によって生徒の自覚
に求めるものとなっている。それは、「生徒心
得」の目的を明確にした前文に書かれている
とおり、「自らを自由に豊かに発展させ、将来
社会人に成長した時、誤りのない道につなが
ることを自覚経験するために定められ」たも
のであり、規定を作って生徒に従わせようと
するものではない。たとえば髪形についての
具体的な記載を見ると、「（１）学園生徒にふ
さわしい、清潔、清純な髪型とする。（２）
故意に毛髪を長くしたり、もみあげに著しい
変化をつけたりパーマをかけることは認めな
い。」というだけであり、その他の項目も簡
潔な表記で示されたものとなっている８）。ま
た、この生徒心得は学校生活に関することが
内容とされており、校外生活に関しての規定
は記載されていない。
　つぎに奈良県立郡山高等学校について生活
指導目標をみてみよう。
　　知性と教養から生まれた正しい道徳観を

もって自主的に秩序を重んじる習性を養
い、集団生活の一員として、すべての行
動に責任をもち、規律正しい行動、服装、
態度に誇りを感じさせるよう指導し、よ
りよき校風下での望ましい人間形成の達

ん」と明記されており、これまで裁判判例に
よって「学校の専門的、技術的な判断が尊重
され、幅広い裁量が認められる」とされてい
る。すなわち、生徒に対する校則は、教職員
に対する管理規定とは異なり、学校の専門性
から判断される教育的な規定として捉える必
要がある。こうしてみると、たとえば遅刻ひ
とつをとっても教職員の場合、服務規程違反
として懲戒対象となりうるが、生徒の遅刻は
教育的指導の対象として捉えるものであると
理解できよう。
　ところが実際の校則の取り扱いを見ると、
校則違反に対して懲戒処分を行う例は多くあ
り、校則とはいかなるものであるのか、学校
関係者にも理解されていない部分が見受けら
れる。そこで、次に実際の校則を見ることに
よって校則の役割を整理してみよう。

（２）校則の事例

　次に示すものは、明治大学付属中野中学校
高等学校の「生徒心得」である。なお「生徒
心得」とはこれまで見てきた、いわゆる「校
則」のことであり、坂本秀夫によれば中学校
の65パーセントがこの名称を使用していると
いう７）。
　　この生徒心得は、学園生徒が、精神と伝

統とを理解納得して、学園の生徒にふさ
わしい目的と情緒と行動とを定めて、生
活することが自らを自由に豊かに発展さ
せ、将来社会人に成長した時、誤りのな
い道につながることを自覚経験するため
に定められる。

　　（一）　学校生活一般
　　（二）　所持品について
　　（三）　服装について
　　（四）　髪形について
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　・バス、列車等を利用する生徒は一列乗車
を守り、車内道徳を率先実行し、老人、
病人、身体障害者等には席をゆずり、車
の中の清掃に協力しなければならない。

　・人の心を傷つけるような言動は慎まねば
ならない。

事例２　東京都Ｍ学院
　　青少年の犯罪や不良行為は増加の一途を

たどり、善良な生徒でその被害を受けた
り、みずから不良化し、悪の道に転落す
る者も少なくない。生徒は次の事項に留
意して、身を守り、心をひきしめて心身
ともに健全な学生生活を送らなければな
らない。

　・自分の服装・態度をきちんと整える。
　・不健全な場所に出入りしないこと。
　・悪友と交際しないこと。
　・登校及び帰宅時間を一定にする。
　・外出先を家人に告げ、夜間の一人歩きは

絶対に避けること。
　・相手が学生であるからと思って気を許さ

ないこと。
　・意思を強固に持ち、誘惑に負けないよう

に努めること。
　・困ったときには、何事によらず、父母、

先生に相談し、軽率な行為をつつしむこ
と。

　事例１は、親に従順であるとか、教室は神
聖な場所であるとか、時代錯誤の感がする。
また、言語はすべて標準語など明治期の国語
成立期なのかと疑いたくなるものである。一
方で、こういった道徳的な内容を示した校則
に対して、よいものであるという評価をなす
向きもあるが、年齢段階や成文化した規則に
すべきなのか考えるべきであろう。事例２に

成を期する。
　ここに示されている目標は、「自主的に秩序
を重んじる習性を養」うことであり、ここに
も規律違反を取り締まろうという姿は見受け
られない９）。実は、有名大学の付属学校であ
る明大中野中学高校も奈良県内随一の伝統校
である郡山高校も、生徒自身がそこの生徒で
あることに誇りを持って生活しており、「より
よき校風下での望ましい人間形成」を実感し
ていると見られる。こうした学校では、校則
の規律に頼った生徒指導を行っている様子は
見られない。
　一方で、校則に対する批判の声もよく聞か
れる。次に、中高校生が、校則のあり方に対
して問題提起した学校解放新聞編の『校則本』
からいくつかのおかしな決まりを取り上げて
みよう。

事例１　礼儀　Ｓ県Ｎ高校
　・両親には常に感謝の念をこえて接し、そ

の指導には従順でなければならない。
　・礼は互いに敬愛と親和の情をあらわすも

のであり、常に礼を重んじ、生徒として
の品位を保たねばならない。

　・校内外を問わず友人、知人、教師、外来
者に対してはていねいに会釈またはあい
さつをしなければならない。特に生徒相
互間及び教師に対しては必ず朝夕のあい
さつをわすれないこと。

　・職員室は神聖な場所と心得この出入りに
は特に礼儀に注意しなければならない。

　・お互いの人格を尊重し、軽率な行動を
とってはならない。

　・言語はすべて標準語を用い、長上に対し
ては、適当な敬語を用いなければならな
い。
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将来に向けて自らがいかに行動すべきかとい
う生き方につながるような規範性は身につけ
られないであろう。
　ここでは、生徒に規範意識を身につけさせ
るということについて、道徳教育との関連か
ら見ていくことにする。

（１）学習指導要領における道徳の位置づけ

と内容について

　学習指導要領において、道徳はいかなる位
置づけがされているのか。一般的には、週一
時間の「道徳の時間」こそが道徳教育として
捉えられており、このため保守系政治家など
はこれを教科化すれば道徳に対する重要度が
増していき、国民道徳が向上すると理解して
いる。しかしながら、実際には学習指導要領
の総則の中で学校の教育課程編成において、
知識・技能に関する学習、道徳教育、体育・
健康に関する指導の３領域構成を示し、より
大きく捉えている。これは日本の伝統的教育
観である知・徳・体に相当するものであり、
道徳を週１時間程度の学習として扱ってはい
ない。すなわち「学校における道徳教育は、
道徳の時間を要として学校の教育活動全体を
通じて行うもの」と規定されており、学校教
育のあらゆる時間、あらゆる場所が道徳教育
になりうるものである。このため生徒指導上
道徳教育は常に意識されておらねばならず、
だからこそ、義務教育諸学校の教員免許取得
において、道徳教育に関する科目が必修と
なっている。
　こうした道徳教育を実際に行っていく場合、
具体的に何を行うのか、これに関しては、学
習指導要領において「内容」として、「四つの
視点」が示されている。それは、
　１　主として自分自身に関すること

ついても、生徒を守るという意思の見られる
校則であるが、「悪友と交際しない」や「相手
が学生であるからと思って気を許さない」と
いうような、人を見たら泥棒と思えというよ
うな指導が、学校教育で行われてよいのか考
える必要があろう10）。
　こうしたおかしな校則が存在すること自体、
それを守るための無意味さなどに生徒は徒労
感にさいなまれてきたのであるが、その規則
に違反した後、校則違反として処分されるこ
とに対する反発は、教育における信頼感すら
失わせかねない問題をはらんでいる。では、
生徒に処分を与えないで、規律を守らせてい
くには、どのようにすればいいのであろうか。
次に校則と道徳教育の関係から考えてみよう。

Ⅱ　生徒に規範意識を形成させるという
こと－道徳教育とのかかわりにおいて

　生徒に規範意識を形成させる役割として、
校則はそれなりの効果は期待できるものであ
る。前章でも見たとおり、校則に違反すれば
それに対する懲戒が行われることになり、生
徒としても規律的行動を意識せざるを得なく
なる。しかしながら、こうした拘束力を持た
せることのできる校則について、実は第一章
でも見たとおり、根拠法令というものは存在
しない。
　そもそも校則に違反したなら懲戒処分を与
えるので、そうならないように規範を持った
行動を行いましょうというのであれば、教育
的な配慮はそこには存在しない。これでは罰
を避けるために行動しているだけであり、あ
る意味調教されているといえよう。生徒指導
とはこれまでも自己指導能力に基づいたもの
として捉えられてきたのであり、自らの意思
によって規範を守ることを重要としなければ、
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ること」の「中学校」
　（１）　礼儀の意義を理解し、時と場に応じ

た適切な言動をとる。
　「３　主として自然や崇高なものとのかか
わりに関すること」の「小学校第１学年及び
第２学年」
　（１）　生きることを喜び、生命を大切にす

る心をもつ。
　「３　主として自然や崇高なものとのかか
わりに関すること」の「中学校」
　（１）　生命の尊さを理解し、かけがえのな

い自他の生命を尊重する。
　「４　主として集団や社会とのかかわりに
関すること」の「小学校第１学年及び第２学
年」
　（１）　約束やきまりを守り、みんなが使う

物を大切にする。
　「４　主として集団や社会とのかかわりに
関すること」の ｢中学校｣
　（１）　法やきまりの意義を理解し、遵守す

るとともに、自他の権利を重んじ義務を
確実に果たして、社会の秩序と規律を高
めるように努める。

　道徳の内容について、四つの視点それぞれ
の代表的なものを、「小学校第１学年及び第２
学年」と「中学校」を比較する形で取り上げ
てみたが、同一の内容を児童・生徒の発達に
合わせた内容表現で扱うものとされているこ
とがわかる。このような発達段階にあわせた
教育を行うために、同じ内容について繰り返
し行っているのがわかる。一方、教科教育で
は、これまで内容の精選が図られ、内容の重
複を行わないよう学習指導要領は作成されて
きた。こうしたことこそが、道徳教育の特徴
のひとつといえよう。それでは、道徳教育を
理解したうえで、規範意識をどのように形成

　２　主として他の人とのかかわりに関する
こと

　３　主として自然や崇高なものとのかかわ
りに関すること

　４　主として集団や社会とのかかわりに関
すること

というものであり、それらが連携することで
理解を深めることとされている。これは学習
指導要領において道徳編が示されている小学
校、中学校共通であり、実際に「道徳の内容」
に関しては、小学校低学年から中学校までの
一覧表も作成されており、道徳教育について

「学校や学年の接続や系統性を踏まえて」連
関した教育が意識されているのである。では、　
四つの視点によって分類された内容にはどの
ようなものがあるのか、いくつか示してみよ
う。
　「１　主として自分自身に関すること」の

「小学校第１学年及び第２学年」
　（１）　健康や安全に気を付け、物や金銭を

大切にし、身の回りを整え、わがままを
しないで、規則正しい生活をする。

　（２）　自分がやらなければならない勉強や
仕事は、しっかりと行う。

　「１　主として自分自身に関すること」の
「中学校」
　（１）　望ましい生活習慣を身に付け、心身

の健康の増進を図り、節度を守り節制に
心掛け調和のある生活をする。

　（２）　より高い目標を目指し、希望と勇気
をもって着実にやり抜く強い意志をもつ。

　「２　主として他の人とのかかわりに関す
ること」の「小学校第１学年及び第２学年」
　（１）　気持ちのよいあいさつ、言葉遣い、

動作などに心掛けて、明るく接する。
　「２　主として他の人とのかかわりに関す
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に示された「望ましい生活習慣」とは、遅刻
をしない指導から始められるものであり、ま
た、遅刻はどの学年になってもなくならない
ものである。このため、自己の生活を見つめ
なおす意味からも、道徳において重視されて
いる。では、遅刻に対して校則に違反したと
いう理由から、何らかの懲戒を与えれば、以
後遅刻をしなくなるものであろうか。遅刻は
多様な理由から発生するものであり、罰を避
けるためになくなるものではない。
　こうしたことは、遅刻だけではなく、礼儀
を重んじるという意識の問題も同様であろう。
　礼儀について学習指導要領では、「礼儀の意
義を理解し、時と場に応じた適切な言動をと
る」とある。それに関係するものが明大中野
中学高校では、「いつも礼儀を重んじ、教職員、
学友とは敬愛の心で交わり、学園来訪者に対
し失礼にならぬよう注意する」とされており、
それは単に礼儀を重んじるというのではなく、
教職員や学友との関係では敬愛の心をもって
接することが重要であるとして、なぜ礼儀が
必要なのか示されている。先に見た、「校内外
を問わず友人、知人、教師、外来者に対して
はていねいに会釈またはあいさつをしなけれ
ばならない。特に生徒相互間及び教師に対し
ては必ず朝夕のあいさつをわすれないこと」
というだけでは児童生徒にはどのような人間
関係が学校で求められているのか伝わらない。
また「職員室は神聖な場所と心得この出入り
には特に礼儀に注意しなければならない」と
いうような校則では職員室が神聖な場所とい
われても、疑問しか浮かばなくなるのではな
いだろうか。このように校則で示されたこと
は、道徳教育につなげて、自らの生活に活か
せるような指導が必要であろう。学習指導要
領においても「人間関係の充実」が求められ

していくのか次に考えてみよう。

（２）校則から道徳を指導することについて

　学校において、児童生徒に対して規範意識
を形成していくためには、道徳教育の果たす
役割は大きい。前節で見た道徳の内容にも、
規範意識の形成につながるものが見受けられ
る。また、規範・規律行為を形成していく上
で、校則が示されることでそれを守ろうとす
るところから教育的意義があることは、すで
に見たとおりである。そこで次に前節で取り
上げた道徳の内容を指導していく上で校則の
果たす役割について考えてみよう。
　そこで、先に見た明大中野中学高校の「生
徒心得」にある「学校生活一般」の項目から
校則について検討してみる。
　（１）年間を通じ午前８時30分始業とする。

登校は始業時10分前、当番生徒は30分前
までとする。

　（２）通学に単車、自動車は使用しない。
　（３）登校後は、外出してはならない。止

むを得ず外出の必要を認めた場合には学
級担任の許可を受ける。

　（４）いつも礼儀を重んじ、教職員、学友
とは敬愛の心で交わり、学園来訪者に対
し失礼にならぬよう注意する。11）

　ここに示されたような校則は、学校の校則
として一般的なものといえよう。（１）につ
いては、登校時間を明記したものであり、こ
れに遅れれば遅刻として扱われる。（２）（３）
については、通学及び登校後の禁止事項につ
いてのものであり、違反すれば指導の対象と
なるものである。（４）は学校における礼節
に関するものである。実はこうした校則は、
道徳の内容と重なるものなのである。先に見
た、「主として自分自身に関すること」の（１）
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されている事件は次のようなものである13）。
　Ａ君の通う私立高校は、生活指導規定で高
校３年第３学期卒業考査後を除いてバイクの
免許取得が禁じられている。また、免許を取
得したものは届出の上、登録が義務づけられ
ており、もし違反して、無届での免許の取得
または乗車が発覚した場合、理由のいかんを
問わず退学と定められていた。
　Ａ君は、免許取得したことを届け出て、免
許証を学校に提出した後、バイクに乗ったこ
とを理由に退学処分となった。これに対して
不服として裁判を起こした事件がこれである。
　裁判についての論点がこの本のテーマと
なっているのだが、この問題はここではさて
おき、このような学校外における生活につい
てまで校則に定める必要はどこにあるのだろ
うか。
　先に見た明大中野中学高校の生徒心得には
校外生活についての校則はなかった。また、
両国高校百年誌には、八田校長の方針として、

「校外での事件は、警察の責任であり、学校
は生徒の校外生活について直接指導監督をし
なかった」のだという14）。
　しかしながら、この修徳学園バイク退学事
件は、法律に違反したわけではなく、むしろ
法によって国民に認められている運転免許を
取得したことが、校則違反に問われ退学処分
に処せられた。つまり国の法律を犯していな
いのに学校の校則に違反したとして処罰され
たということになる。まるで学校は治外法権
であるかのような、校則による扱いをすれば、
生徒側から学校に信頼を寄せることなどなく、
人間関係の充実した教育はできないのではな
いかと感じられる。
　校則は、学校における規律として重要なも
のであるが、それをどのように児童生徒に守

ており、信頼関係や共感の意識によって道徳
性を高めようとしている。そうしたことから
校則は、従わせるというより、それを守るこ
とについて理解を深められるような指導が求
められている。

（３）道徳教育の観点から見た懲戒処分につ

いて

　校則をただ従わせるものとしていては、道
徳性は養われていかない。そうしたことから
いえば、校則違反に対する懲戒処分のあり方
についても、整理しておく必要があるだろう。
　すでに明治期において、都立両国高校の沿
革校である東京府立第三中学校校長の八田三
喜は、明治36年の入学式において
　　人の品性を養成し、學術を薫育する上に

ついて吾々には東京府知事からの學則が
あって生徒處罰の條に謹愼停學退校の三
則がある此は私共はたゞ規則として文面
のみに止めて置く積りであります何ぜと
なれば子供を罰する位手安くて其の結果
の存外薄いものはないのであるから直接
本人を戒めたり又は父兄と相談致す積で
要するに罰を用ひずに行を正す方針であ
る

と述べている12）。ここには罰によっては「薫
育」すなわち道徳教育は成り立たないとする
教育観が見て取れるのである。しかしながら
今日の学校教育において、校則違反を盾に、
生徒の懲戒処分は広く認められるものであり、
中には退学にいたる案件も多い。大学生に向
けて日本国憲法についての人権を学ぶテキス
トとして編まれた『基本的人権の事件簿』と
いう本には、高校生が校則違反として退学処
分になった事件についても取り上げられてい
る。「修徳学園バイク退学事件」として掲載



― 185 ―

校則を用いた生徒指導法について

　　第11章　権利と義務
　　第74条　本会の会員は左の権利を持つ。
　　一、総会に出席すること
　　二、各種の役員になること
　　三、本会に備える各種帳簿を閲覧するこ

と
　　四、本会の許可を得て各種会議を傍聴す

ること。ただしその場合の発言及び議決
権は認めない

　　第75条　本会の会員は左の義務を負う。
　　一、入会金及び会費を納入すること
　　二、会則及び各種会議の議決に従うこと
　　三、その他、本会活動の目的達成に協力

すること15）

　生徒会会則は校則と異なり、生徒が自治的
に運営する団体の定款に他ならない。しかし、
教育的観点で捉えれば、特別活動に位置づけ
られる学校教育活動のひとつである。この明
大中野中学高校の会則では、権利と義務を一
つの章として独立させ、その中で、会員が会
則や議決に従うことや会の活動に協力するこ
とを義務として明記している。このように、
決まりを守ることとは、ただ要求されている
ことではなく、権利と義務の関係として重要
なことであると生徒会活動を通じて理解を深
めていくことができるのである。
　先に見た道徳の内容の中に、「法やきまりの
意義を理解し、遵守するとともに、自他の権
利を重んじ義務を確実に果たして、社会の秩
序と規律を高めるように努める」というもの
があったが、これを道徳教育として学ぶ場は、
校則を通じて学校生活全般の中で行うことも
あるだろうし、教科教育の中の社会科で知識
理解として学ぶことも考えられる。そして今
見たように特別活動の生徒会活動の実践の中
で理解を深めることもできるのである。

らせるのかは、単純に罰によるのではなく、
その道徳的価値を理解させて規範意識を持た
せていかなくてはならないだろう。

おわりに

　これまで見てきたとおり、校則を示し、児
童生徒に学校生活で行うことを明確にし、約
束事として守らせていくことは、規範意識を
形成させていく上で重要である。しかしなが
ら、児童生徒は、発達途上の段階にあるもの
として理解し、規律を守れなかったとして、
懲戒処分を与えることを指導と捉えることに
は問題があった。あくまで生徒指導とは、自
己指導能力を高めていくことに主眼をおくべ
きであり、できない生徒には、何が問題なの
か、なぜできないのか、繰り返し指導してい
くことが求められる。このようにして、自ら
規律を守ることに意義を見出し、生涯を通じ
て積極的に規範意識を持った行動を行うよう
になることにこそ生徒指導の意味がある。道
徳教育の観点でも、小学校低学年から中学校
段階まで、同一の内容のものを発達に合わせ
て学ばせている。それは一度の学習で身につ
くものとせず、それぞれの発達段階や環境に
あわせて指導することで道徳的行為というも
のを行えるようにしているのである。
　ところで、「法や決まりを守る」という内容
についても、道徳教育では、小学校低学年、
中学年、高学年、中学校それぞれの段階で繰
り返し取り上げられてきた。こうした観点に
ついて、校則によって縛り、守れなかったら
懲戒に処すというのが果たして自己指導能力
として身に付くのであろうか。ここで、視点
を少し変えて考えてみよう。
　明大中野中学高校の「生徒会会則」には、
次のような内容がある。
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　こうして考えれば、校則というものも教員
が中心となって作成して、生徒に従わせると
いうより、生徒会とともに、学校生活におい
て必要な決まりとは何かを積極的に議論し、
生徒自らが作成した規則を自身で守っていく
ようにしていくことこそが、規範意識を身に
つけていくうえで重要と考える。
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